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「がんばる中小企業・小規模事業者 300 社」及び 

「がんばる商店街 30 選」を選定しました 
 

 中小企業庁は、革新的な製品開発、創造的なサービスの提供等を通じて、地域

経済の活性化や海外での積極的な販路展開に取り組む中小企業・小規模事業

者、また、地域の特性・ニーズを把握し創意工夫を凝らした取組により、地域コミュ

ニティの担い手として商店街の活性化や地域の発展に貢献している商店街の取組

事例を「がんばる中小企業・小規模事業者 300 社」及び「がんばる商店街 30 選」と

して選定しました。 

 

我が国の事業者の 99％を占める中小企業・小規模事業者は、地域経済と雇用を支

えていることに加え、我が国の国際競争力と経済活力の源泉です。また、地域コミュ

ニティの担い手である商店街は、地域の魅力を発信し、地域の活力を向上させる要

の存在です。 

 

中小企業庁では、革新的な製品開発、創造的なサービスの提供等を通じて、地域経

済の活性化や海外での積極的な販路展開に取り組む中小企業・小規模事業者、ま

た、地域の特性・ニーズを把握し創意工夫を凝らした取組により、地域コミュニティの

担い手として商店街の活性化や地域の発展に貢献している商店街の取組事例を「が

んばる中小企業・小規模事業者 300 社」及び「がんばる商店街 30 選」として選定しま

した。これを広く周知することで、選定された事業者等の社会的認知度や労働者等の

モチベーション等の向上を図ることに加え、後進の育成も目的としています。 

 

事例の収集に当たっては、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団

体中央会、全国商店街振興組合連合会、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、

中小企業基盤整備機構、日本貿易振興機構、国際協力機構、在外大使館・領事館

及び各経済産業局等からそれぞれ推薦をいただき、沼上幹委員（一橋大学副学長・

理事）、石井淳蔵委員（流通科学大学学長）を中心とする外部有識者によって厳正に

審査いただいた上で、中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会（鶴田欣也分

科会長）において選定しました。 

 



 

今回選定された 300 の事業者、30 の商店街の取組を収録した冊子を作成し、あわせ

て公表いたします。加えて、 3 月 30 日より優良取組事例を経済産業省本館１階ロビ

ーにて展示します。 

 

取組事例の情報発信を通じて、さらに多くの中小企業・小規模事業者及び商店街に

おいて、革新的な製品開発・サービス創造、地域の活性化や国際競争力の強化への

取組が加速化されることを期待します。 
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